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一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

条
　
　
例

香
川
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
　
策
　
課
）

三

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（
行
政
企
画
課
）

知
事
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（

〃
　
　
）

一
一

公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
（
教
育
委
員
会
）

一
二

教
育
長
の
給
与
、
旅
費
、
退
職
手
当
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

一
五

◇
香
川
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
五
十
五
号
）

１
　
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
し
、
議
会

の
議
員
の
受
け
る
期
末
手
当
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

支
給
割
合
を
百
分
の
百
六
十
に
、
平
成
十
六
年
度
以
降
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割

合
を
六
月
支
給
時
は
百
分
の
百
六
十
に
、
十
二
月
支
給
時
は
百
分
の
百
七
十
に
そ
れ
ぞ
れ

改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
平
成

十
六
年
度
以
降
の
期
末
手
当
に
関
す
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
五
十

六
号
）

１
　
香
川
県
人
事
委
員
会
に
よ
る
平
成
十
五
年
十
月
三
日
付
け
「
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

報
告
と
勧
告
」
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員
と
の
権
衡
等
を
考
慮
し
、
給
料
表
並
び

に
初
任
給
調
整
手
当
の
限
度
額
、
扶
養
手
当
の
額
及
び
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
め
る

こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
平
成

十
六
年
度
以
降
の
期
末
手
当
に
関
す
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
知
事
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十

五
年
香
川
県
条
例
第
五
十
七
号
）

１
　
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
等
を
考
慮
し
、
知

事
、
副
知
事
、
出
納
長
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
受
け
る
期
末
手
当
に
つ
い
て
、
平
成
十

五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
六
十
に
、
平
成
十
六
年
度

以
降
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
六
月
支
給
時
は
百
分
の
百
六
十
に
、
十
二
月

支
給
時
は
百
分
の
百
七
十
に
改
め
る
と
と
も
に
、
退
職
手
当
の
支
給
割
合
を
、
知
事
は
百

分
の
六
十
六
、
副
知
事
は
百
分
の
四
十
七
、
出
納
長
は
百
分
の
三
十
五
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め

る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
平
成

十
六
年
度
以
降
の
期
末
手
当
に
関
す
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条

例
第
五
十
八
号
）

１
　
香
川
県
人
事
委
員
会
に
よ
る
平
成
十
五
年
十
月
三
日
付
け
「
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

報
告
と
勧
告
」
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員
と
の
権
衡
等
を
考
慮
し
、
給
料
表
並
び

に
扶
養
手
当
の
額
及
び
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二

２
　
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
平
成

十
六
年
度
以
降
の
期
末
手
当
に
関
す
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
教
育
長
の
給
与
、
旅
費
、
退
職
手
当
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
五
十
九
号
）

１
　
知
事
等
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
教
育
長
の
受
け
る
期
末
手
当

に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
六
十

に
、
平
成
十
六
年
度
以
降
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
六
月
支
給
時
は
百
分
の

百
六
十
に
、
十
二
月
支
給
時
は
百
分
の
百
七
十
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
平
成

十
六
年
度
以
降
の
期
末
手
当
に
関
す
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三

香川県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十一月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十五号

香川県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十一月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十六号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
一

知事等の給与、旅費及び退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十一月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十七号

知事等の給与、旅費及び退職手当に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
二

公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十五年十一月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十八号

公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

一
五

教育長の給与、旅費、退職手当及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。
平成十五年十一月二十八日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十九号

教育長の給与、旅費、退職手当及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例



平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

（
号
外
）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/
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